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保有個人データの開示等請求手続きについて

株式会社ホテルサンルート京都では、「個人情報の保護に関する法律」の規程に基づき、下記の通り開示等請求に対応させていただきます。

1． 開示等請求書

別紙「保有個人データ開示等請求書」に必要事項をご記入の上、ご請求者の実印を押印いただき下記宛に簡易書留にてご郵送ください。ファックス、電子メールでの受付はいたしません。

　〒６００-８０２７　京都市下京区河原町通松原下ル難波町４０６番地

　ホテルサンルート京都

2． ご本人確認

開示等請求にあたっては、ご本人確認のため印鑑証明書、住民票（いずれも原本）を提出していただきます。

3． 代理人による請求

　　代理人による請求の場合には、以下の書類（いずれも原本）をご提出ください。

1 開示等請求対象となるご本人の上記２．

2 法定代理人の場合には、開示等請求対象者の法定代理人であることを証明する書類（戸籍謄本、住民票、委任状、家庭裁判所決定通知等）

3 任意代理人の場合には、開示等請求対象となるご本人の実印が押印された委任状
4 代理人のご本人確認のための上記２．

4． 手数料

手数料として\１０００いただきます。（切手可）

5． ご回答

開示対象者の住民票に記載されている住所に回答書をご送付申し上げます。また開示しないことを決定した場合は、その旨の理由を付してご通知申し上げます。ファックス、電子メールでのご回答はできかねますのでご了承ください。また下記の場合にはご回答出来ません。

1 ご本人の確認が出来ない場合

2 代理人によるご依頼に際し、代理権が確認できない場合

3 代理人のご本人確認ができない場合

4 所定の開示等請求書に不備があった場合

5 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

6 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

7 他の法令に違反することとなる場合

6． 開示等請求手続に関して取得した個人情報の利用目的

　開示等請求に当たって当社が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、および回答のご送付のために利用いたします。ご送付いただいた書類は一定期間当社内で保管した後、適切に破棄いたします。

7． お問合せ先

　ホテルサンルート京都　電話：０７５-３７１-３７１１

